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令和３年度横浜市内部統制評価報告書審査意見書 

 

地方自治法第150条第５項の規定により審査に付された「令和３年度横浜市内部統

制評価報告書」を審査した結果、次のとおり意見を付する。 

 

令和４年９月２日 

横浜市監査委員 藤 野 次 雄 

同      高 品   彰 

同      前 田   一 

同      松 本   研 

同      今 野 典 人 

 

１ 審査の対象 

「令和３年度横浜市内部統制評価報告書」 

 

２ 審査の期間及び審査の方法 

(1) 審査の期間 

令和４年６月９日から令和４年９月２日まで 

(2) 審査の方法 

「横浜市監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度

の導入・実施ガイドライン」（平成31年３月総務省）の「Ｖ 監査委員による内部

統制評価報告書の審査」に基づき、実際に行われた評価の過程を確認することに

より、評価手続に沿って評価が適切に実施されたか審査した。 

また、市長が評価結果を得るに至った根拠を確認し、内部統制の不備が重大な

不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたか審査した。 

審査に当たっては、その他の監査等において得られた知見も活用した。 

 

３ 審査の結果 

「令和３年度横浜市内部統制評価報告書」について、上記２のとおり審査した限

りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は、おおむね相当である。 

 

４ 備考 

「令和３年度横浜市内部統制評価報告書」の「３ 評価結果」に記載のとおり、評

価対象期間中の運用上の重大な不備が把握され、当該不備に係る財務事務について

は、内部統制は一部有効に運用されていなかった。 

 

５ 付記事項 

(1) 内部統制制度における継続性の確保について 

内部統制制度については、今後は、単年度で評価を完結するのではなく、年度



を越えて継続的な評価を行うことにより事務の改善を続けていく仕組みが求め

られる。 

令和３年度は、「リスク評価シート」で「不備あり」となったリスクについて翌

年度にも評価結果を記載することにより、内部統制制度の取組が継続したものと

なるよう工夫しており、内部統制制度の有効性を高める効果があると認められる。 

将来的には、「不備なし」とされているリスクについても、内部統制制度が継続

性を持って運用できる仕組みを構築されたい。 

(2) 財務監査における指摘への対応について 

財務監査において毎年度同様の指摘が繰り返されている状況を踏まえ、その改

善についても取り組まれたい。 

(3) 令和４年度に判明した「議決を経ていない財産の取得」の再発防止について 

「議決を経ていない財産の取得」は、議会が市長等の事務の執行に対する監視

及び評価を行う役割を担うという二元代表制のもとで起きた重大な事案である。

同様のことが繰り返されることのないよう、再発防止策が全ての区局本部に周知

徹底され、着実に実施されることを期待する。 

 

令和３年度は、運用上の重大な不備が発生し、内部統制は一部有効に運用され

ていなかった。内部統制制度の実効性をさらに高めることにより事務の適正化が

図られ、市民の皆様からより一層信頼される行政運営となることを期待する。 
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令和３年度横浜市内部統制評価報告書審査意見書（附属資料） 

 

審査結果の詳細 

１ 全庁的な内部統制 

(1) 市長（内部統制評価部局）による評価手続 

各局からの提出を受け内部統制評価部局が確定した「全庁的な内部統制の評価シー

ト」及び当該局から提出された資料等により、「①統制環境」、「②リスクの評価と

対応」、「③統制活動」、「④情報と伝達」、「⑤モニタリング」及び「⑥ＩＣＴへ

の対応」の６つの基本的要素から構成された 28 の評価項目に対応する内部統制の整

備状況について、対応する本市の取組があることを確認する。 

また、規則等については、例規集、「全庁的な内部統制の評価シート」の「今年度

の状況」欄及び「全庁的な内部統制のチェックシート」の記載により最新の施行日、

直近の取組内容等を確認し、適時の改正がなされていること等を確認する。 

これらの２項目について確認することができれば、不備には当たらないことから、

「不備なし」として、評価基準日（令和４年３月 31 日）において内部統制が有効に

機能していると評価する。 

 

 
(2) 監査委員による審査方法及び審査結果 

評価手続に係る審査方法 評価手続に係る審査結果 

内部統制評価部局が、全庁的な内部統

制の各評価項目に対応する本市の取組が

記載されていることの確認を行っている

か、「全庁的な内部統制の評価シート」、

内部統制評価部局へのヒアリング等によ

り確認を行った。 

内部統制評価部局は、全庁的な内部統

制の各評価項目に対応する本市の取組が

記載されていることの確認を行ってい

た。 

内部統制評価部局が、規則等について

適時の改正がなされていること等の確認

を行っているか、「全庁的な内部統制評価

シート」、「全庁的な内部統制のチェック

シート」及び内部統制評価部局へのヒア

リングにより確認を行った。 

内部統制評価部局は、規則等について

適時の改正がなされていること等の確認

を行っていた。 

 

  



2 
 

２ 業務レベルの内部統制 

(1) 市長（内部統制評価部局）による評価手続 

全ての区局の課において、「収入事務」や「債権管理」など、14の財務リスクを分

類した「リスク評価シート」を用いて、財務リスクの抽出を行う。各課においては、

抽出した財務リスクに対して、リスクの自己評価を行う。 

内部統制評価部局は、区局が作成した「リスク評価シート」を基に、評価基準日及

び評価対象期間（令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで）における各課のリ

スクに対する整備状況及び運用状況について不備がないか等を、次の考え方により評

価する。 

 

１ 評価作業に当たってベースとなる考え方 

整備上の不備については、各課の自己評価を基本として、内部統制評価部局とし

て評価を判断する。 

運用上の不備については、各課の自己評価は参考情報として、評価対象期間にお

いて、財務事務に係る事務処理ミス等として公表したものについて対象とする。 

 

２ 整備状況の判断の目安 

「不備あり」、「不備なし」の判断に当たっては、次の視点を参考として、記載

内容の整合性を判断する。 

（1）「不備あり」とした理由の全てに対応策が講じられているか。 

（2）対応策は不備を解消するために十分な内容であるか。 

（3）対応策が具体的なもの（内容、期限及び頻度が記載されている）となっている

か。 

（4）評価基準日において、対応が完了しているか。 

（5）対応策が実現可能なものとなっているか。 
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(2) 監査委員による審査方法及び審査結果 

評価手続に係る審査方法 評価手続に係る審査結果 

１ 整備上の不備及び運用上の不備に係る各課の自己評価 

各課が「リスク評価シート」を作成し、

評価基準日における整備状況及び評価対

象期間における運用状況について自己評

価を行っているか、「リスク評価シート」

で確認を行った。 

各課が「リスク評価シート」を作成し、

整備状況及び運用状況について自己評価

を行っていた。 

２ 整備上の不備に係る内部統制評価部局の評価手続 

区局から「リスク評価シート」の提出を

受けた内部統制評価部局が、各課の自己

評価結果を基本として、「整備状況の判断

の目安」に基づき、記載内容の整合性を判

断し評価を行っているか、「リスク評価シ

ート」、内部統制評価部局へのヒアリング

等により確認を行った。 

内部統制評価部局は、各課の自己評価

結果を基本として、「整備状況の判断の目

安」に基づき、記載内容の整合性を判断し

評価を行っていた。 

３ 運用上の不備に係る内部統制評価部局の評価手続 

財務事務に係る「事務処理ミス等」とし

て評価対象期間内に公表されたものにつ

いて、内部統制評価部局が運用上の不備

として評価を行っているか、評価対象期

間中の記者発表資料及び「リスク評価シ

ート」で確認を行った。 

内部統制評価部局は、財務事務に係る

「事務処理ミス等」として評価対象期間

中に公表されたものについて、運用上の

不備として評価を行っていた。 
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３ 重大な不備の評価 

(1) 市長による評価 

内部統制評価部局による評価において運用上の不備とされた「事務処理ミス等」の

うち、横浜市や社会への影響等（横浜市の経済的不利益、住民（個人・事業者）の経

済的不利益、事務処理ミス等の件数等）が大きいものについて、「内部統制の重大な

不備の目安」を踏まえ、重大な不備に当たるかどうかを総合的に判断する。 

 

＜評価の流れ＞ 

 

 

 

※ 内部統制評価会議 

横浜市内部統制の評価に関する要綱（抜粋） 

（内部統制評価会議） 

第４条 評価報告書を作成するにあたり、必要な事項の協議等を行うため、内部統制評価会議（以下

「会議」という。）を設置する。 

２ 会議の議長は、総括内部統制責任者をもって充てることとし、会議を代表し、会議の事務を総理

する。 

３ 会議の構成員は、議長のほか、副市長をもって充てる。 

 

(2) 監査委員による審査方法及び審査結果 

審査方法 審査結果 

内部統制評価部局において、運用上の

不備と評価された財務事務に係る「事務

処理ミス等」のうち、個別公表された案件

の中から、「運用上の重大な不備」の候補

を抽出した考え方について確認を行っ

た。その上で、内部統制評価報告書を作成

するに当たり必要な事項の協議等を行う

「内部統制評価会議」等、重大な不備の決

定までの手続について、資料確認及び内

部統制評価部局へのヒアリングにより、

市長が評価結果を得るに至った根拠の確

認を行った。 

内部統制評価部局が作成した「内部統

制の重大な不備の目安」を踏まえ、「内部

統制評価会議」等の手続を経て、重大な不

備に当たるかどうかの評価を市長が確定

していた。 

 

評価部局による評価 
内部統制評価会議※ 

構成員：４副市長 
市長が評価を確定 
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